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魚津市立住吉保育園民設民営化の進捗状況について 

 

１.これまでの経過 

 ・H30.３.19～５.18 運営法人公募 

 ・H30.５.31     選定委員会開催 

 ・H30.６.１     運営法人の決定 

 ・H30.７.27     運営法人との協定締結 

 

２.平成 30年８月 29日に「魚津市立住吉保育園民設民営化等に係る三者協議会設置要綱」

を設置し、下記のとおり開催しました。 

①三者協議会とは 

移管先（運営）法人への移管に際して、保護者の意見を適切に反映させるとともに、

園児への保育環境の変化に配慮する観点から、移管後の運営に関する諸事項について、

現在の住吉保育園と上口保育園の在園児保護者、魚津市、移管先（運営）法人の三者

で構成する「三者協議会」を設置し、協議を行い、合意形成を図ります。 

 ②構成メンバー 

○上口保育園及び住吉保育園の保護者代表 

○移管先法人（園長・主任保育士・法人事務担当） 

○魚津市（こども課長・保育係長・指導主事・住吉保育園長・園長代理） 

○その他（住吉保育園の民設民営化に関し必要な者） 

③主な協議事項 

○移管後の新園の保育・教育に関すること 

○運営の引継ぎ及び共同保育の内容に関すること 

○その他、新園の運営に関し必要なこと 

④三者協議会の開催状況 

日 時 場 所 協議事項・いただいたご意見 

第

１

回 

H30.10.16（火） 

16：00～ 

上口保育園 

遊戯室 

（1）引継ぎ・共同保育について 

（2）今年度の両園の交流事業について 

（3）その他 

引継ぎ・共同保育について 

◆Ｈ31.3月末までに計画を策定します。 

◆Ｈ31.4月以降両園の保育士で「引継ぎ・共同保育

等会議」を月１回程度開催し、話し合いを重ね、

２園の子ども達が仲良く園生活をすごすことがで

きるよう進めていきます。 

◆全保育士が共同保育に携わっていけるよう２園が

協力してスムーズに進めていきます。 

今年度の交流事業について 
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３.交流事業について 

選定委員会において委員から、園児、保護者及び保育士の不安をなくすためにも今年度

から交流事業を盛んにしたほうがよいとご意見をいただき、今年度できる交流事業を協議

し、実施しました。 

第１回交流保育事業  

平成 31年２月８日（金）10：00 積雪ありの場合 片貝公民館グラウンド 

積雪なしの場合 上口保育園 

 

４.今後のスケジュール予定(あくまで予定です。今後、状況により変更がある場合があります。) 

年 度 日 程 内  容 

平成 30年度 ２月１日 

 

２月８日 

２月 

市広報と同時に大町・下中島地区に班回覧（三者協議会の結果

報告）を配布 

第１回交流事業 

新園舎建設に係る国・県との協議・補助金申請 

平成 31年度 ４月初旬 新園舎建設に係る国・県内示・交付決定 

◆２月に雪遊びをすることなど、意見を聞きました。 

第

２

回 

H30.12.18（火） 

15：00～ 

住吉保育園

遊戯室 

（1）委員からとりまとめた意見への対応 

（2）引継ぎ・共同保育計画の確認 

（3）平成 30年度交流事業について 

（4）その他 

地域との関わりについて 

◆両園はこれまでも地区行事に参加していますが、

今後も現在参加している行事を継承できるよう、

地域と積極的に関わっていけたらと思っています

。地域住民の皆様にも今まで以上にご理解してい

ただけたらと思います。 

◆地域振興会、公民館等へ情報提供するとともに地

域住民の方へ班回覧等でお知らせします。 

今年度の交流事業 

◆Ｈ31.2.8（金）上口・住吉両園の４歳児が一緒に

片貝公民館グラウンドにて雪遊びをする計画で、

両園の打合せを行っています。雪がない場合は上

口保育園で一緒に遊びます。 

第

３

回 

【予定】

H31.2.18（月） 

15：30～ 

上口保育園 

遊戯室 

（1）平成 30年度交流事業について 

（2）引継ぎ・共同保育計画の確認 

（3）その他 
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４月下旬 

６月下旬 

７月 

９月 

２月中旬 

新園舎の建設に係る実施設計 

認定こども園の設置認可申請 

引継ぎ・共同保育の実施 

新園舎建設開始 

新園舎完成・認定こども園設置認可 

平成 32年度 ４月１日～ 

 

 

５月上旬～ 

７月上旬 

新園舎での幼保連携型認定こども園の運営開始 

引継ぎ・共同保育等の実施 

旧園舎の取り壊し 

園庭等整備 

園庭等整備完了 

別添：引継ぎ・共同保育等計画（案）参照 


